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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

岡
山
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
令
和
二
年
岡
山
県
告
示
第
二
百

五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
四
条
中
「
同
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に

「
令
和
三
年
一
月
三

、

十
一
日
」
を
「
同
年
五
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
）

２

改
正
後
の
岡
山
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
融
資
制
度
要
綱
の
規
定
は
、
令
和
二

年
十
二
月
一
日
以
降
に
岡
山
県
信
用
保
証
協
会
が
保
証
の
承
諾
を
行
っ
た
融
資
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
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